
介護保険法の一部改正（平成３０年４月１日付）に基づく条例制定・一部改正のイメージ 法人指導課

①１の居室
の定員

②入浴 ③廊下幅 ④特別避難階段
⑤認知症対応型共
同生活介護の共同
生活住居の数

⑥共用型認知症対
応型通所介護の事
業者要件

⑦暴力団の
排除

⑧記録の保存
⑨身体的拘束等に係る
研修の機会の確保

国基準省令
原則１人。
例外２人

１週間に２回以上，入浴
又は清しき
(従来型施設)

片廊下1.8m以上
中廊下2.7m以上
(従来型施設)

居室等を３階以上
の階に設ける場
合は，特別避難
階段の設置が必
要

共同生活住居の数
は１又は２

指定居宅サービス
事業等について３年
以上の経験を有す
る者

基準なし

支援台帳
(サービス提
供記録)及び
その他の書類
を２年保存

 ・緊急やむを得ない場合
を除き，身体的拘束等は
禁止
・身体的拘束等を行った
場合は記録が必要

独自基準
（右記以外は
国基準省令
どおり）

・ユニット型
施設は１人
(例外なし)
・既存施設
は４人以下

身体の清潔維持・精神的
快適な生活ができるよう
入浴の機会を提供。例外
的場合は，清しき
(ユニット型施設と同一基
準化)

片廊下1.5m以上
中廊下1.8m以上
に緩和可能
(ユニット型施設と
同一基準化)

代替設備の設置
により，特別避難
階段の設置は不
要

共同生活住居の数
は１から３まで

法人の合併等があ
り主要な従業者の
引継ぎがある場合
に経験年数の通算
可能

事業者の役
員・管理者
から暴力団
員等を排除

支援台帳
(サービス提
供記録)及び
従業者の記録
を５年保存

国基準を厳守するととも
に，関連基準として，従
業者に対する身体的拘
束等に係る研修の機会
の確保を事業者に義務
付け

柏市指定居宅サービス等事業
人員設備運営基準等条例(介) ○ ○ ○ ○ ○

柏市指定介護予防サービス等
事業人員等基準等条例(介) ○ ○ ○ ○ ○

柏市指定地域密着型サービス
事業人員設備運営基準等条例
(介)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柏市指定地域密着型介護予防
サービス事業人員等基準等条
例(介)

○ ○ ○ ○ ○

柏市指定居宅介護支援等事業
人員運営基準等条例(介) ○ ○

指定介護予防支援等事業人員
等基準等条例(介) ○ ○

柏市養護老人ホーム設備運営
基準条例(老) ○ ○

柏市特別養護老人ホーム設備
運営基準条例(老) ○ ○ ○ ○ ○

柏市軽費老人ホーム設備運営
基準条例(老)(社) ○

柏市指定介護老人福祉施設人
員設備運営基準等条例(介) ○ ○ ○ ○ ○

柏市介護老人保健施設人員等
基準条例(介) ○ ○ ○

新規
制定

柏市介護医療院人員等基準条
例（仮）(介) ○ ○ ○

(老)：老人福祉法
(社)：社会福祉法
(介)：介護保険法
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サービスの対象

人員・設備・
運営基準等
の条例化

在宅系サービス(ホームヘルプ・デイ
サービス・ショートステイ等)
※共生型居宅サービス事業者・共
生型介護予防サービス事業者の特
例に対応する一部改正が必要

ケアプランの作成

条例

入所サービス(指定介護老人福祉施
設・指定地域密着型介護老人福祉
施設)

住居の提供

入所サービス(特別養護老人ホー
ム)

入所サービス(リハビリを目的とした
施設)

入所サービス(主として長期にわたり
療養が必要である者向けの施設)
※新規制定が必要

【日常生活の継続】 【認知症対策】 【安心・適正化】

地域・少人数サービス(定期巡回・随
時対応型訪問介護看護・小規模多
機能・グループホーム・指定地域密
着型介護老人福祉施設等)
※共生型地域密着型サービス事業
者の特例に対応する一部改正が必
要

地域・少人数サービス(小規模多機
能・グループホーム等)
※共生型地域密着型介護予防
サービス事業者の特例に対応する
一部改正が必要

住居の提供・社会復帰の支援


